
詳しくはP.59へ

保育所（園）と幼稚園、それに認定こども園。
｢どこを選んだらいいの？｣と悩んでいる方も多いかもしれません。
その違いをご紹介します！

保育所（園）・幼稚園・認定こども園の
　　　違いって何だろう？

就労などのため家庭で保育
のできない保護者に代わって
保育する施設です。

出典：内閣府HP｢子ども・子育て支援新制度 なるほどBOOK｣
（http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/event/publicity/naruhodo_book_2804.html）より加工編集して作成

保育所（園）
0～5歳

認定
こども園

0～5歳

幼稚園
満3～5歳

幼稚園と保育所（園）の機能
や特長をあわせ持ち、地域の
子育て支援も行う施設です。

小学校以降の教育の基礎を
つくるための幼児期の教育
を行う学校です。

利用時間

利用できる保護者

夕方までの保育のほか、園により延長保育を実施。

共働き世帯、親族の介護などの事情で、家庭で保育のできない保護者。（※1）

利用時間

利用できる保護者

昼過ぎごろまでの教育時間に加え、
園により午後や土曜日、夏休みなどの
長期休業中の預かり保育などを実施。

制限なし

利用時間

利用できる保護者

夕方までの保育のほか、園により延長保育を実施。

共働き世帯、親族の介護などの事情で、家庭で保育のできない保護者。（※1）

利用時間

利用できる保護者

昼過ぎごろまでの教育時間に加え、保育を必要とする場合は夕方までの保育
を実施。園により延長保育も実施。

●３～５歳のお子さんは、保護者の働いている状況に関わりなく教育・保育を一緒に受けます。　　
保護者の就労状況が変わっても、通いなれた園を継続して利用できます。

●子育て支援の場が用意されていて、園に通っていない子どものご家庭も、子育て相談や親子の交
流の場などに参加できます。

制限なし

0～2
歳

3～5
歳

2つの
ポイント

①就労（フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など）　②妊娠、出産
③保護者の疾病、障害　④同居又は長期入院等している親族の介護・看護　⑤災害復旧　⑥求職活動
⑦就学　⑧虐待やDVのおそれがあること　⑨育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもが
いて継続利用が必要であること　⑩その他、上記に類する状態として市町村が認める場合

（※1）…保育ができない理由として下記のいずれかに該当することが必要です。

宇治子育て情報誌 2023 宇治子育て情報誌 2023本文中の はP.73の「子育て関連施設マップ」での位置を示しています。 0774-22-3141宇治市役所代表宇治子育て情報誌 2023 宇治子育て情報誌 2023本文中の はP.73の「子育て関連施設マップ」での位置を示しています。 0774-22-3141宇治市役所代表88
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